
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
一
七
―
一
七
五

人
事
院
規
則
九
―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
標
記
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
表
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
表
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）



十

サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会

（
新
設
）

組

織

官

職

区

分

事
務
局

課
長

一
種

室
長
（
人
事
院
の

二
種

定
め
る
も
の
に

限
る
。
）

十
一
～
四
十
一

（
略
）

十
～
四
十

（
略
）

四
十
二

海
上
保
安
庁

四
十
一

海
上
保
安
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

海
上
交
通
セ

所
長

三
種
（
人

海
上
交
通
セ

所
長

三
種

ン
タ
ー

事
院
が

ン
タ
ー

別
に
定



め
る
場

合
に
あ

つ
て
は

一
種
又

は

二

種
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
十
三
～
四
十
五

（
略
）

四
十
二
～
四
十
四

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
五
七
の
一
部
改
正
）



第
二
条

人
事
院
規
則
一
―
五
七
（
復
興
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
適
用
の
特
例
等
に
関
す
る
人
事
院
規

則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
人
事
院

（
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
人
事
院

規
則
の
適
用
の
特
例
）

規
則
の
適
用
の
特
例
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
則
九

３

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
則
九

―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
別
表
第
一
の
規
定
の

―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
別
表
第
一
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中

「
十
四

デ
ジ
タ
ル
庁

「
十
三

デ
ジ
タ
ル
庁



組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

置
法
（
令
和
三

参
事
官

置
法
（
令
和
三

参
事
官

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

当
該
職
の
つ
か

当
該
職
の
つ
か

さ
ど
る
職
務
の

さ
ど
る
職
務
の

全
部
若
し
く
は

全
部
若
し
く
は

一
部
を
助
け
る

一
部
を
助
け
る

職
に
就
い
て
い

職
に
就
い
て
い

る
職
員
で
構
成

る
職
員
で
構
成



」

」

さ
れ
る
組
織

さ
れ
る
組
織

と
あ
る
の
は
、

と
あ
る
の
は
、

「
十
四

デ
ジ
タ
ル
庁

「
十
三

デ
ジ
タ
ル
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

置
法
（
令
和
三

参
事
官

置
法
（
令
和
三

参
事
官

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

当
該
職
の
つ
か

当
該
職
の
つ
か

さ
ど
る
職
務
の

さ
ど
る
職
務
の

全
部
若
し
く
は

全
部
若
し
く
は



一
部
を
助
け
る

一
部
を
助
け
る

職
に
就
い
て
い

職
に
就
い
て
い

る
職
員
で
構
成

る
職
員
で
構
成

さ
れ
る
組
織

さ
れ
る
組
織

十
四
の
二

復
興
庁

十
三
の
二

復
興
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

復
興
庁
設
置
法

審
議
官

一
種

復
興
庁
設
置
法

審
議
官

一
種

（
平
成
二
十
三

参
事
官

（
平
成
二
十
三

参
事
官

年
法
律
第
百
二

企
画
官
（
人

二
種

年
法
律
第
百
二

企
画
官
（
人

二
種

十
五
号
）
第
十

事
院
の
定

十
五
号
）
第
十

事
院
の
定

二
条
第
一
項
に

め
る
も
の

二
条
第
一
項
に

め
る
も
の

規
定
す
る
職
又

に
限
る
。
）

規
定
す
る
職
又

に
限
る
。
）

は
当
該
職
の
つ

は
当
該
職
の
つ



か
さ
ど
る
職
務

か
さ
ど
る
職
務

の
全
部
若
し
く

の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
助
け

は
一
部
を
助
け

る
職
に
就
い
て

る
職
に
就
い
て

い
る
職
員
で
構

い
る
職
員
で
構

成
さ
れ
る
組
織

成
さ
れ
る
組
織

復
興
局

局
長

一
種

復
興
局

局
長

一
種

次
長

二
種

次
長

二
種

」

参
事
官

四
種

参
事
官

四
種

」

と
す
る
。

と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）


